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　国税庁では、毎年 11月11日から17日までの一週間

を「税を考える週間」とし、特に、この期間を中心に

各種の広報活動を行っています。その一環として、毎年、

税に関する各種行事を開催しており、本年度も、税務

署及び税務関係団体が主催する行事を企画しています。

　主な行事は、次のとおりです。

このほか、「税に関する作品」の各種優秀作品の表彰を行います。

令和 4年度「税を考える週間」主要行事予定表

〈 回 覧 〉

税を

考える

週間

行　　事　　名 実施時期 会　　場　　等 主　　催　　者

納 税 表 彰 式
11月11日

14時30分
ロイヤルパークカワサキ 久 慈 税 務 署

税 に 関 す る 作 品 展 示

・小中学生の習字

・中学生・高校生の作文

・絵はがき

・税の標語

11月11日

～17日

久慈市情報交流センター

Ｙ Ｏ Ｍ Ｕ Ｎ Ｏ Ｓ Ｕ
久 慈 税 務 署

久慈税務関係団体協議会

久 慈 法 人 会

久 慈 間 税 会
11月18日

～30日
洋野町役場種市庁舎

税を考える週間立て看板設置
11月11日

～17日
久 慈 商 工 会 議 所 久慈税務関係団体協議会

「
税
を
考
え
る
週
間
」に
あ
た
り

久
慈
税
務
署
長
　
夏 

坂
　 

聡 

志

寄
せ
ら
れ
ま
す
。
少
子
高
齢
化
が

進
む
中
、
ど
の
作
品
も
自
分
た
ち

の
将
来
を
見
据
え
て
税
の
役
割
や

使
わ
れ
方
を
考
え
た
力
作
と
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
是
非
、
展
示
会

場
（
久
慈
市
情
報
交
流
セ
ン
タ
ー

「
Ｙ
Ｏ
Ｍ
Ｕ
Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ｕ
」
ほ
か
）
で

ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
か
ら
も
一

人
ひ
と
り
の
納
税
が
社
会
の
中
で

実
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
の
「
税
」

に
つ
い
て
一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ

ん
か
。

　
国
税
庁
で
は
、
毎
年
十
一
月

十
一
日
か
ら
十
七
日
ま
で
の
一

週
間
を
「
税
を
考
え
る
週
間
」
と

し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
税
務
行

政
の
様
々
な
取
組
を
ご
紹
介
す

る
と
と
も
に
、
ご
意
見
や
ご
要

望
を
お
寄
せ
い
た
だ
く
機
会
と

し
て
い
ま
す
。
今
年
の
テ
ー
マ

は
「
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
向
か
っ

て
」。

　
経
済
社
会
の
デ
ジ
タ
ル
化
が
急

速
に
進
む
中
、
国
税
庁
で
も
「
税

務
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン
ス

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
（
Ｄ
Ｘ
）」

と
い
う
将
来
像
を
公
表
し
、
国
税

の
申
請
や
申
告
、
納
税
等
手
続
き

の
更
な
る
利
便
性
向
上
と
事
務
効

率
化
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
特
に
、

こ
れ
か
ら
は
、
お
手
元
か
ら
手
軽

に
ス
ピ
ー
デ
ィ
に
申
告
等
が
で
き

る
「
ス
マ
ホ
（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
）

申
告
」
を
お
勧
め
し
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
こ
の
週
間
に
は
、
次
代

を
担
う
児
童
・
生
徒
の
皆
さ
ん
か

ら
多
く
の
「
税
に
関
す
る
作
品
（
作

文
、
習
字
、
絵
ハ
ガ
キ
等
）」
が
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身近に相談できる税理士を見つけておくことも生活の知恵です

と　き ／	11月11日㈮　午前10時〜午後３時
ところ ／ 市内各税理士事務所

税を考える週間

  税の無料相談（東北税理士会 久慈支部）

日時 担当税理士名 事務所の所在地 電話番号

11
月
11
日
㈮

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

和 久 喜 美 男

外 里 　 文 人

三 上 　 修 悦

髙 橋 　 治 巳

小 笠 原 広 幸

高 野 橋 和 彦

奈 良 　 孝 貴

久慈市新中の橋 37−96−12

久慈市巽町１−56

久慈市中の橋１−21　24 ビル３階

久慈市川崎町９−10

久慈市十八日町１−11

久慈市田屋町 2 −54 −3

久慈市巽町 1 −56（外里税理士事務所）

52−3471

52−3141

53−2133

53−5879

52−7162

66−7720

52−3141

 

令
和
四
年
度 

納
税
表
彰

受
彰
者
の
紹
介

租
税
教
育
推
進
校
表
彰

受
彰
校
の
紹
介

　

受
彰
者
は
、
多
年
に
わ
た
り
率
先
し

て
申
告
納
税
制
度
の
普
及
発
展
に
努
め
、

納
税
道
義
の
高
揚
に
顕
著
な
功
績
を
挙

げ
ら
れ
た
方
々
で
す
。

◎
仙
台
国
税
局
長
表
彰

　
　

清　

水　

克　

已　

様
（
久
慈
市
）

　
　

（
岩
手
県
小
売
酒
販
組
合
連
合
会
理
事
）

◎
久
慈
税
務
署
長
表
彰

　
　

下　

舘　

満　

吉　

様
（
久
慈
市
）

　
　

（
公
益
社
団
法
人
久
慈
法
人
会
理
事
）

　
　

晴　

山　

克　

身　

様
（
野
田
村
）

　
　

（
公
益
社
団
法
人
久
慈
法
人
会
理
事
）

　

受
彰
校
は
、
多
年
に
わ
た
り
租
税
教

育
の
推
進
に
尽
く
し
、
顕
著
な
功
績
を

挙
げ
ら
れ
た
学
校
で
す
。

◎
国
税
庁
長
官
表
彰

　
　

久
慈
市
立
長
内
小
学
校

◎
久
慈
税
務
署
長
表
彰

　
　

野
田
村
立
野
田
小
学
校

税理士は税の専門家です
税務相談・税務書類作成のパートナー

東北税理士会久慈支部会員一同

行政書士法人 リプル法務

下　道　利　幸

〒028-0024 岩手県久慈市栄町37−148−1
TEL 0194−52−2938
FAX 0194−53−0775

代表社員

青色申告会に加入しましょう

久慈地区青色申告会連合会

青色申告をすると様々な特典があります
気軽にお問い合わせください

・久慈青色申告会　　0194-52-1000
・山形青色申告会　　0194-72-2743
・種市青色申告会　　0194-65-4111
・大野青色申告会　　0194-77-2505
・野田村青色申告会　0194-78-2012
・普代青色申告会　　0194-35-2132

車検・一般整備・鈑金塗装

中田自動車整備工場
お気軽に
ご相談
ください！

代　表　中 田  貴 之
久慈市大沢 9−31−2
TEL・FAX 0194−53−4802
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ネットで便利に納税証明書

　納税証明書の申請から受け取りまでの

手続きを、ご自宅やオフィスで完結する

ことができます。

　①　インターネットで請求（来署不要）

　②　PDF ファイルで受取

　③　何枚でも印刷可能

詳しくは国税庁ＨＰへ⇒

らくらく簡単キャッシュレス納付

国税庁

https://www.nta.go.jp

（ＱＲコード）

青色申告会に加入しましょう !
青色申告をすることで、事業の内容把握と

経営の見直しが出来、また青色申告でしか

受けられない特別控除（最高65万円）が

あります。 久慈地区青色申告会連合会
（事務局）久慈商工会議所内　TEL　0194-52-1000

正確に帳簿を付けることは、事業内容を
正しく知ることにつながります。

①　

久
慈
税
務
署
に
電
話
す
る
。

②　

�

音
声
案
内
に
従
っ
て
、
番
号
1

を
選
択
す
る
。

　

1　

電
話
相
談
セ
ン
タ
ー

　

2　

申
告
相
談
の
事
前
予
約
等

　

3　

�

消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
・

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
一
般
的

な
ご
相
談
等

③　

�

音
声
案
内
に
従
っ
て
、
相
談
し

た
い
税
目
を
次
の
番
号
か
ら
選

択
す
る
。

　
　

�

1
所
得
税　

2
源
泉
所
得
税
・
年

末
調
整
・
支
払
調
書　

3
譲
渡
所

得
・
相
続
税
・
贈
与
税
・
財
産
の
評

価　

4
法
人
税　

5
消
費
税
や

印
紙
税　

6
そ
の
他
の
ご
相
談

④　

�

電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
の
職
員
が

お
答
え
し
ま
す
。

※�

税
務
署
で
の
相
談
を
ご
希
望
の
場

合
は
、
事
前
予
約
を
お
願
い
し
て

い
ま
す
。

　

�

電
話
で
（
2
を
選
択
）
ご
予
約
く

だ
さ
い
。

　

�

受
付
・
相
談
時
間
は
土
、
日
、
祝

日
及
び
年
末
年
始
を
除
く
午
前
８

時
30
分
〜
午
後
５
時
で
す
。

久
慈
税
務
署　
TEL
５
３

−

４
１
６
１

国
税
の
一
般
的
な
ご
相
談
は

  
仙
台
国
税
局

『
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
』へ

○�登録申請手続きは、原則として令和５年３月 31日までに行う必要があります。

○登録申請手続きは e-Tax をご利用ください。

○�インボイス制度について詳しくお知りになりたい方は、二次元コードを読み込む

か、PC・スマートフォンから国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」

をご覧ください。

令和５年10月１日から始まる

消費税の『インボイス制度』まで１年を切りました！

　納税のとき、例えば、ダイレクト納付にすれば PC・スマートフォン
から即時又は納付日を指定して、口座引落しができます。

詳しくは
国税庁ＨＰへ　 　  ⇒

久 慈

間 税 会

消費税のあり方を
考える会です

消費税  活かすみんなの  間税会

納期内納付に努めましょう

消費税は社会保障と地域の暮らしに使われています。
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発
行
　
久
慈
税
務
関
係
団
体
協
議
会
　
発
行
責
任
者
　
嵯
峨
吉
彦
　
　（
公
社
）久
慈
法
人
会
・
久
慈
地
区
青
色
申
告
会
連
合
会
・

東
北
税
理
士
会
久
慈
支
部
・
久
慈
小
売
酒
販
組
合
・
久
慈
間
税
会
・
久
慈
商
工
会
議
所
・
洋
野
町
商
工
会
・
野
田
村
商
工
会
・
普
代
商
工
会

「
国
税
に
関
す
る
記
事
及
び
イ
ラ
ス
ト
の
提
供
は
久
慈
税
務
署
で
す
」

お問い合わせ先　久慈商工会議所　☎0194-52-1000
久慈税務関係団体協議会は e-Tax を推進しています。

県
税
口
座
振
替
案
内

　

県
で
は
、県
税
（
自
動
車
税
種
別
割

と
個
人
事
業
税
）の
口
座
振
替
制
度
を

設
け
て
い
ま
す
。

　

簡
単
な
手
続
き
で
、安
全
・
確
実
な

納
付
が
可
能
で
す
。口
座
振
替
を
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
手
続
き
方
法

　

預（
貯
）金
通
帳
と
届
出
印
を
お
持
ち

に
な
り
、お
取
引
き
の
あ
る
県
内
金
融

機
関
窓
口
で
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、自
動
車
税
種
別
割
の
お
手
続

き
の
際
は
自
動
車
の
ナ
ン
バ
ー
が
確
認

で
き
る
も
の
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

■
手
続
き
は
お
早
め
に
！

　

自
動
車
税
種
別
割
は
３
月
末
、個
人

事
業
税
は
７
月
末
ま
で
に
お
手
続
き
を

さ
れ
ま
す
と
、そ
の
年
の
定
期
課
税
分

か
ら
口
座
振
替
に
な
り
ま
す
。

■
口
座
振
替
を
す
る
日

　

自
動
車
税
種
別
割　

５
月
末
日

　

個
人
事
業
税　

一
期
分
８
月
末
日

　
　
　
　
　
　
　

二
期
分
11
月
末
日

　

※�

振
替
日
が
休
日
の
場
合
は
、翌
営

業
日
に
振
替
と
な
り
ま
す
。

■
口
座
振
替
後
の
ご
連
絡

　

口
座
振
替
の
完
了
後
、「
口
座
振
替
済

の
お
知
ら
せ
」を
送
付
し
ま
す
。

　

自
動
車
税
種
別
割
の
場
合
は
、継
続

検
査
用
の
納
税
証
明
書
も
併
せ
て
送
付

し
ま
す
。

　

ご
不
明
な
点
は
、お
気
軽
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
県
北
広
域
振
興
局　

経
営
企
画
部

　

県
税
室　
TEL
５
３

−

４
９
８
６
）

説明会の取りやめ
　税務署主催の年末調整説明会は実施しておりませんが、年末調整事務を適切にできるよう、国税庁ホームページ
や YouTube 等での動画配信により各種情報を提供いたしますのでご活用ください。

【年末調整等についてのお知らせ】

リーフレットの送付
　例年、源泉徴収義務者の方向けに送付していました「年末調整のしかた」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調
書の作成と提出の手引」及び「源泉徴収税額表」のパンフレットの送付に代えて、年末調整の手順や国税庁ホー
ムページを案内したリーフレットを送付しています。これまで送付していたパンフレットは国税庁ホームページ
に引き続き掲載されますのでご活用ください。

年末調整手続きの電子化
　年末調整手続の電子化は、従業員の方は各種控除額が自動で計算され、勤務先においては、従業員から提出を
受けた申告書の検算が不要となるなど、双方の事務負担の軽減が見込まれます。
　国税庁ホームページの「年末調整手続の電子化に向けた取組について」では、『年調ソフト』の使用方法や解説
動画・パンフレットを掲載していますので、年末調整手続の電子化についてご検討ください。


